
■■■
写莞審麹I輻蹄慌…‘ Jfju缶.劃p揮名I乱竜■＆’ f…． α駝哩函

診画詫旦＝運』,全盛＝ｱｰ意＝ .h都，寺．…須一‘･弓～E･壷爵･麗宅母劇罰金奄邑…鉾j ．､慈 ･琴聟罰

一…拳隆回､録莞基鐺擢誇澤塗歪垂堂菫坐

瀞
哩
心
電
罵
４
詮
』
“
、
唯
な
，
Ｂ
剥
却
■
９
墹
母
‐
融
淵
鷺
劉
蝉
哨
狗
剖
罵
倒
叫
叱
踊
笹
弱
者
、
●
ョ
．
〃
栩
剣
麹
小
山
恥
ｈ
４
卸
噺
嚇
謬
潤
蝋
慨
和
銅
別
協
輝
萬
胃
．
．
鄙
．
・
４
．
〃
夛
解
私
“
１
５
‐
吋
凱
“
▽
則
‐
Ｔ
ロ

【機密性2】

1

Ｆ
十
手
寺
弔
穎
『
可
鳶
凶

＜令和版＞
亨

哩

堀

恕

輔

紳

嚥

胤

切

ｒ

が

巧

４

蝋

蛎

訊

芋

岬

口

噛

‐

・

呵

作

庁

判

り

ユ

上

召

澗

顎

撮

串

冨

端

踊

勒

都

勢

靴

呼

〃

瑚

袈

鞘

Ⅲ

電

辱

弔

炉

判

刈

堀

井

可

嗣

卜

堰

”

可

Ｉ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

ｌ

‐

‐

Ｊ

ｊ

’

Ⅲ

山

１

甜

剴

４

⑫

〃

奄

瀞

八

零

君

１

４

串

ド

ｆ

Ｊ

ｎ

内

叩

Ｐ

判

鯏

削

靹

削

事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引き

dr

令和元年12月

令和2年12月 （補訂版）

京都地方裁判所民事訟廷記録係

京都地方裁判所刑事訟廷記録係

京都簡易裁判所訟廷記録係

甜

訂

１

個

趨

端

岨

門

￥

い

‐

単

瞳

阿

マ

同

預

叫

１

酢

当

地

１
１

宮苧苗魂q 蓑
昭｡睡客肴F青ﾛ 宇 宰弓守一 凡乱0碇

m,垂函r錘 学皐屯 冒吋



＝
凸. ＝…．－＝ゴ

はしがき

当庁の帳簿諸票事務においては， 参考資料として平成29年5月

録及び帳簿諸票の保存廃棄事務Q&A」が， 平成30年3月14日

「事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引き」がそれぞれ作成され

な役割を果たしてきたものと思われる。

に「記

付けで

， 大き
、

適正な事務処理のためしかし， よりわかりやすい資料を望む声は多く

にもさらなる改訂が必要と思われたため， ①資料 ｢記録及び帳簿諸票の保

|｜ 存廃棄事務Q&A」の内容を手引きの記載に盛り込むことで， 資料
化して見やすさを向上させる， ②重要な点や整理を要するものにつ

は， 加筆修正の上， 別紙にまとめて記載するなどして， 分かりやす

を一本

いて

くなる

の事務

な改訂

よう工夫する，③できる限り根拠通達や参考資料等を示して， 実際

処理に際して根拠等を調べやすくする， の3点を中心として， 大幅

を試みることとした。

改訂にあたっては， 多くの帳簿諸票等研修参加者の意見を参考と

いただいた。特に， 実際に管内支部で帳簿諸票事務を経験した有志

させて

〉誇

刀。b,

きをいの構成や記載内容等について， 加筆修正の協力や多くの気付き手引き

ただいた。業務多忙な中にもかかわらず， 多大な協力を得られたこ

の場を借りて深く感謝を申し上げたい。

しかし， 執筆者の力不足や時間的制約から検討や改訂が及ばず，

く従前の記載のまま措いた部分もあるが， 一応の完成としたうえで

な点は今後の改訂の機会に委ねることとしたい。

とにこ

１
１
１

卓

やむな

不十分

』

|’
本手引きが少しでも帳簿諸票事務担当者のお役に立てれば幸いである。

令和元年1 2月 執筆者一同

自庁通知改正を反映すると共に別紙1－1－3及び1－1－6を訂正

令和2年1 2月

1

した‘

1
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(主な通達， 通知等）

1 ． 平成4年8月21日事務総長通達「事件関係の帳簿諸票の備付け

等について」 （以下， 「総長通達」という。 ）

2． 平成4年8月21日総務局長通達「帳簿諸票の備付け等に関する

事務の取扱について」 （以下， 「局長通達」 という。 ）

3 ． 平成26年10月7日京都地裁所長通達「事件関係の帳簿諸票の

備付け等に関する事務の取扱いについて」 （以下， 「自庁通達」とい

う6 ）

4． 令和2年12月15日京都地裁民事・刑事首席通知「帳簿諸票の

備付け等に関する事務の取扱いについて」 （以下， 4を「自庁通知」

といい， 3 ． 4を併せて「自庁通達・通知」 という。）

(参考資料）

①初心者のための帳簿諸票Q&A (会報書記官第42号）

②帳簿諸票備付経過簿記載の手引 （訟廷執務資料第62号1 91

頁）

③事件関係の帳簿諸票の備付け及び保存に関する通達の解説（訟廷

執務資料第50号）

④刑事主要帳簿諸票の記載要領（耆協会報128号）

⑤民事主要帳簿諸票の記載要領（書協会報150号）

！
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1 定義

1 事件関係帳簿諸票とは

（1） 事件関係帳簿

事件関係帳簿（以｡下「帳簿」 という。） とは，原則として毎司法年

度[の当初に作成して備え付けることを要し， これに登載すべき文書

の受理，送付等の事実が発生するごとにこれを登載するものである。

帳簿について， 総長通達, 局長通達上， 明確な定義付けはされて

いない。少なくとも，各通達等で「司法年度ごとに作成」 ， 「備え置

く」 ， 「登載する」 と規定され，保存期間が定められているものであ

る。

（2） 事件関係諸票

事件関係諸票（以下「諸票」 という。 ） とは， 個々の事務処理上

必要とされるごとに作成されるものである。

諸票について, 総長通達， 局長通達上， 明確な定義付けはされて

いない。少なくとも， 各通達等で「作成する」 ， 「つづり込む」 と

規定され，保存期間が定められているものである。

（3） 帳簿と諸票の区別

帳簿と諸票は；事務処理上の取扱いが異なる2ので， それらを区別

することが重要である3．

ア名称で区別する

帳簿諸票の名称に 「簿」がつくものが帳簿であり ， つかないも

のが諸票とする区別の方法である。帳簿扱いの、「書留郵便物受領

証（特別送達用）」や諸票扱いの「過料徴収金原簿」 といった例外

第1
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l
J

級裁判所事務処理規則2）。

合綴の概念がないなど。

ため， 明確な基準を示すことは難1

司法年度は1月1 日

’例えば， 諸栗は引継

’前記のとおり ， 通達

こではいくつか目安と

に始まり ， 1 2月3 1 日に終る （下

ぎをした時点で経過簿に登載する，

上帳簿や諸票の定義もされていない

なる基準を示しておくこととする。

6
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はあるものの， 一般的な区別の基準としては有用である。

イ 作成時期で区別する

帳簿は， 当該年度の初めにあらかじめ作成して備え付けておく

べきものであるが， 諸票は必要が生じたときに初めて作､成するも

のであるという ， 本来の作成時期による区別の方法である。

ただし， 帳簿については作成留保帳簿という例外があり， 必ず

しも年度当初に作成しない点に注意が必要である。

ウ 形状や使用方法で区別する

帳簿は， 用紙が綴じられた一冊の帳面であり ， 諸票は一枚の用
″

紙（紙片）であるという ，形状により区別する方法である。 たま

1

帳簿はあらかじめ作成しておくものであるから， 綴じられた帳簿

用紙に必要事項を記載するが， 諸栗は1枚の用紙ごとに使用（記

載） し終えたものを綴っていくという ，使用方法で区別すること

もできる。

(4)・ 帳簿及び事件関係諸票以外のもの

保存に付すべき帳簿諸票は， 通達等により定められており ， これ

らに該当しないものは帳簿諸票備付経過簿（以下「経過簿」という。）

に登載する必要はない4．

2 備付けとは

備付けとは， 「登載すべき事象が生じた場合に即応し得るように作成

し，使用すべき部又は係に備え置く」 5ことである。

3 保存とは

保存とは， 「記録係（記録係の置かれていない支部及び簡易裁判所並

びに出張所において記録係の事務を取り扱う者も含む。）に引き継がれ

1
1
1

。
ｑ
ｕ
四
面
や
４
２
１

【

P

Ｊ
Ｊ

Ⅱ

4経過簿に登載しない帳簿等はメモに過ぎないので， 適宜の方法で保管， 廃棄して差し支えない。 ま

た， 廃棄の手続（廃棄上申， 承認， 報告） も不要である。

5 訟執第50号1 0頁。
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た以後の帳簿諸票の保管及び廃棄」 6をいう。

第2 帳簿諸票の一生

帳簿諸票の一生のイメージは， 次の表のとおりである。
3 ＆' -P一一ｴｰﾛ"" -…△" ﾛｰaﾛ･･皇 国■ 一"" "･= 二 ' '一.frL四壱F＝一＝dLr一一専一･奇= =｡ずL＝“,扉一.～=一旦…､一・口ﾛﾛ画一"~･左､ロー師ﾛ'四・言伊 虫.口笛毎･ﾛ ,■辛= ＝＝ロエ会五℃､ ｡"』 ･竺因一も~ =,吟P グー ■｡…4 F ･･一 ～･･

帳簿及び諸票の一生の概略図並びに帳簿諸票備付経過簿への記載について

帳簿の一生及び帳簿諸票備付経過簿への記載1

司法年度 翌司法年度以降 ｜|各廃棄年度

継※ ｜ 保存.1F蘆零廃棄引継※帳簿 備付け→使用

｜
’

廃棄日を記載し

処分者の押印

整理番号,帳簿の名称作成年月日（1／1） （作

成留保帳簿の場合は空白とし,事件係属時に

日付を記載)を記載

帳簿諸票備付

経過簿

保存満了年度を

記載

引継日，冊数を

記載

2諸票の一生及び帳簿諸票備付経過簿への記載

l l 司法年度 ｜ 翌司法年度以降 ｜各廃棄年度

~－－－－－－－
廃棄保存引継※諸票

帳簿諸票備付

経過簿

引き継いだ諸

票引継日，冊

数を記載

保存満了年度を

記載

廃棄日を記載し

処分者の押印

I ：※引継ぎをするのは,すべての記載事項を終えた年度の経過後である。

第3 帳簿の備付けについて

1 帳簿の備付けとは

「事件番号等の登載すべき事項が生じた場合に対応できるように，

予め用紙をファイルに綴っておき， 部又は係に当該ファイルを置いて

おくこと」である7．

2 何を備え付けるか

備え付けるべき帳簿については総長通達， 局長通達の他， 多くの規

程や通達等により定められている （なお， ここでは司法行政事務に関

する帳簿は対象外とする。 ） 。

なお， コンピュータを利用した事務処理の■■■の取扱いについて

は， 別紙4を参照されたい。

（1） 必須帳簿

凸
９
１
１
■
１
１
６
８
１

１
１
１
１

6 訟執第50号1 0頁。

7 前記第,の2の ｢備付け｣ の定義に帳簿の性質をあてはめたものであるから, あくまで当庁の解釈

であることに留意されたい。
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総長通達別表第1から第4までに掲げる帳簿で， 法律， 規則等の定

めにより ， 当該裁判所が事務を取り扱うことができない事件の帳簿で

ある場合を除いて，裁判所に必ず備え付けなければならない帳簿であ’

Ｊ《■Ｉ■

宅

説

罰

ｐ

唖

【

凪

Ｊ

血

便

“

路

望

、

戸

．

吟

圏

ｒ

日

』

」

二

「

そ

鼬
珊
届
劉
一
君
９
晶
思
零
Ｆ
卿
盈
霊
４
４
１
悪
達
曙
笥
目
已
吾

る。

必須帳簿は， 庁の規模の大小や事件係属数にかかわらず， すべて

備え付けなければならない。 もっとも， 事件係属の蓋然性を考慮し

て， 事件簿の作成について弾力的な運用は認められている （局長通

達第2の1(1)ア， 後記3参照） 。

(2) 選択帳簿

総長通達別表第5から第8までに掲げる帳簿で， 当該高等裁判所

等が選択するところにより備え付けることができる帳簿である。

当庁（管内支部簡裁を含む） においては， 選択帳簿は送達書類授

受簿のみと定められている （自庁通達記1 ） 8･

(3) 他の通達により備え付けた帳簿

総長通達別表第9に掲げる帳簿で，他の通達等に備付けが定めら

れているが， 保存期間が定められていないものについて， 総長通達

で保存期間を定めたものである。

(4) その他の通達等により備え付ける帳簿

保管金・保管物関係， 押収物関係等その他の通達等により備え付

けることとされている帳簿である。

(5) 自庁帳簿

各庁が実情に応じて備え付けることができる帳簿で， 自庁通達及

び自庁通達の委任を受けた自庁通知により定められている。

現在は，被収容者呼出簿（本庁，京都簡裁のみ） ， 国庫立替請求

I

省
”
野
０
１
１
日
劇
晶
画
矧
Ｒ
１
Ｊ

ロ
匡
口
巳
柤
疸
旧
■
無
面
Ｅ
■
旧
Ｅ
ロ
ロ
ロ
■
ロ
ロ
ロ
毎
遍
ロ
■
ロ
■
恒
口
■
日
日
ロ
個
個
■
■
日
日
日
日
余
・
弧
１
歩
叶
恥
９
９
淵
Ⅱ
訓
争
Ⅳ
削
引
牙
訂
ｐ
酢
Ｔ
ｌ
Ⅱ
凸
４
１
回

） 期日簿， 担当簿は かつては選択帳簿であったが， 現在ではメモ扱いである
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及び負担額通知簿（本庁. 京都簡裁のみ） ，｜ |補助事件

簿（本庁， 京都簡裁， 支部及び支部併設簡裁のみ） ， 緊急立件用帳

簿（本庁のみ） が自庁帳簿と定められている。

したがって， 自庁帳簿は， 部内の申合せで定めうるものでも， 支

部や独簡で独自に定めうるものでもない。 自庁帳簿は， 自庁通知で

定めたもの以外は存在しない。仮に独自のものを作成したとして

も， それは単にメモ9である。

なお， 自庁帳簿は， 総長通達及び局長通達の 「事件関係帳簿」 に

該当せず， 総長通達及び局長通達は適用されない10が， 自庁通知第

3の7(2)エにより ， 帳簿諸票備付経過簿に記載することになる。

3 いつ作成するか

（1） 原則

備付けが定められている帳簿については， 当該裁判所で扱わない

事件の事件簿を除いて， 原則として司法年度ごとに作成しなければ

ならない。

（2） 例外（作成留保帳簿）

ア事件簿については， 高等裁判所等の定めるところにより ， 事件

が係属した時に作成することができると定められている （局長通

達第2の1 (1)ア） 。

イ 当庁では， 自庁通達及び自庁通達の委任を受けた自庁通知によ

り ， 事件が係属した時に作成することができる事件簿及び事件が

係属した時又は登載事項が生じた時に作成することができる帳簿

第1の1エ参照。

訟執第50号1 2頁参照。 旧通達においては， 総長通達及び局長通達の適用がない自庁帳簿の存在

許容していた （庁の実情に応じた弾力的な運用こそが， 旧旧通達から旧通達に改正された目的の一つ

あった。 ）。 なお， 解説は， 旧通達の解説ではあるが， 現通達（総長通達及び局長通達） は， ｜日通達を

り弾力的にしたものであることから， 旧通達の理念は， なお現通達においても生きていると考えるこ

ができよう。

Ｊ
四
手
毎
で
膣
よ
し
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が定められている｣］ （事件簿につき自庁通知第3の1 (1)ア， その

他の帳簿につき同第3の4） 。

ウ 作成留保帳簿は， 経過簿への登載が必要である （司法年度の初

めに登載しておかなければならない） ことに注意する。

登載事項がなく事件簿を作成しなかった場合の記載について

は， （記載例3）参照。

エ作成留保帳簿を年度途中において作成した場合は， 経過簿に記

載を要するので， 部係は通知書又は適宜の方法により記録係に帳

簿を作成した旨の通知をするのが相当である。本庁において通知

書を用いて通知する場合の書式は， 別紙6 「帳簿作成通知書」 を

参照。

帳簿の名称

帳簿の表紙等に記載する名称は， 帳簿諸票備付経過簿の記載と齪齢

ｍ
Ｉ
ｂ
ｑ
１
ｈ

Ｒ
Ⅱ
！
ｑ
叩

4

●
ａ
■
■
廿
皿
１
，
，
，
Ｎ
Ｉ
Ｉ
●
４
４
３
１

１

１
が生じるのを防ぐ、ために， 各種通達等で定められた名称を使用すべき

であり ， 使用目的等はかっこ書きで記載するのが相当である。

例） 「庁外送付簿」→「事件関係送付簿（庁外） 」

「過料決定通知簿」→「事件関係送付簿（過料決定通知簿） 」

「裁判官記録貸出簿」→「事件記録出納簿（裁判官用） 」

第4 諸票の備付けについて

1 諸票の備付けとは

「当該諸票につき， 保存のための引継ぎに対応することができるよ

うに， 部又は係においてファイルに編綴したものを置いておくこと」

である］2。

咽
咀
１
１
１
１
１
１
１
１
Ⅱ
川
１
副
旬
罪
凸
■

阻
壗
門
，
津
略
字
均
Ｕ

Ｉ
ｉ
１

１

１

１

副
冴
噴
画
口
心
奄
且
且
■
■
竃
で
〃
毎
円
§
ｕ
ｆ
０
Ｌ
“
“ 'Ⅱ事件係属や登載事項が生じる蓋然性が低い事件簿や帳簿について， 年度当初の作成を不要とする趣旨

である。

'2 前記第1の2の 「備付け」 の定義に諸票の性質をあてはめたものであるから， あくまで当庁の解釈

であることに留意されたい （諸票は， それ自体に登載する性質はないが， 「備付け」 の定義の 「登載す

べき事項」 を 「当該諸栗を （経過簿に） 登載すべき」 ものと解釈し， あてはめたものである。 ）。

1l

脚
叫
例
日
喧
品
ｒ
ｐ
Ｌ
Ｂ
険

I

I
I



I
登
■
■
島
屋
Ｅ
■
■
垂
画
唇
■
Ｅ
■
●
■
Ｅ
唇
匪
且
普
昼
Ｉ
■
５
戴
丘
窪
、
詠
満
１
詐
鼻
腓
。
誹
瞬
啼
雌
ゞ

2 何を備え付けるか

諸票の具体例は第5の2を参照。少なくとも， 各通達で「作成す

る」 ， 「つづり込む」等と規定され，保存期間が定められているもので

ある。

3 いつ備え付けるか

諸票は， 上記のように （最低限） 「作成する」 と規定されているも

のであり ， 帳簿のように「司法年度ごと」 とは定められていない。！ ＝受付印を押し， フよって， 当該諸票が 「作成する」 ような状況（

ザ

ｆ

同

峰

凸

卜

尋

骨

呼

アイルに綴るとき） が備え付ける時期であると考えることができる。

第5 帳簿及び諸票の備付け方法及び使用方法について （具体例）

1 帳簿の具体例

（1） 事件簿（局長通達第2の1 ）

ア 当該年度中に受理した事件に関する事項を登載する。

イ 前年度以前の年度の未済事件を， 当該年度の事件簿の冒頭に移

記することができる。移記した場合は， 元の未済事件の事件簿の

備考欄にその旨を記載する。

ウ雑事件簿は， 同一の事件符号の事件について， 事件の種類ごと

に区分すること， 又は別冊とすることができる。

この場合には， 事件の種類が， 区分した事件簿ごとに， 又は別

冊とした事件簿ごとに， 区別できるような離れた通し番号を用い

＃
雪
可
尋
伺
夢
。
Ｂ
刀
守
■
田
ｑ
可
。

洞
咽
凋
凋
Ｉ
泗
渦
畑
泪
過
珊
１
Ⅱ
泗
旧
酒
旧
渦
１
１
１
１
１
１
１
４
ｉ
１
１
副
ｉ
‐
訂
．
‐
Ｉ
訓
剰
！
‐
。

八
…○

エ記録係（記録係の置かれていない庁において記録係の事務を取

り扱う者を含む。）は，保存に付された事件簿についても，上訴の

結果や事件記録の廃棄日などをその都度に記入する。

(2) 事件関係送付簿（局長通達第2の3）

ア民事， 刑事の部， 係ごとに備え置く。
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イ 庁内，庁外に区分することができるし， 又はそれらを別冊とす

ることもできる。

ウ 事項ごとに区分することができるし， 又はそれらを別冊とする

１
Ｊ
介
捌
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
則
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ⅲ
Ｉ
“
１
’
Ｆ
〃
Ⅱ
ｑ
４
川
ｌ
ｕ
Ⅱ
，
日
■
１
ｄ
０
ｑ
ｊ
ｊ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｑ
１
０
１
１
４
日
Ⅱ
ｌ
ｆ
ｌ
１

．

凸

ｈ

■

ｈ

Ｊ

１

&、－戸
U、きる

し一，一

エ書類発送の際には， 添付された未消印の収入印紙， 郵便切手，

現金等の額を備考欄に記載するほか，発送書類の授受の際には，

額等についても受領印を受ける。

（3） 私製書留郵便物受領証（特別送達用）

ア事件関係送付簿に類する帳簿として， 司法年度の当初から年末

までの間ごとに区切って使用する。

イ 保存期間は5年である13．

2 諸票の具体例

（1） 予納郵便切手受領書（予納郵便切手の取扱いに関する規定7 1 ,

郵便切手の取扱いに関する規定の運用について第5の1(3)ア， 第7

の1 (4)）

ア受理した年月日の順につづり込み， 司法年度ごとに区分する。

イ 保存期間は5年である （郵便切手の取扱いに関する規定の運用

について第7の2(2))。

（2） 書留郵便物受領証(S34. 6. 3訟廷部長，経理局長通知「刑事事件

における書留郵便に付する送達の耆留郵便物受領証の取扱につい

Ⅱ

r

I‘
I

ｈ
７
卯
凱
岬
引
川
刈
ｉ
ｆ
ｎ
吋
■
■
拝
山
側
Ⅳ
刊
晒
Ⅱ
即
、
削
胴
時
唖
離
、
禰
珊
別
別

判
Ⅷ
佃
刷
馴
刑
Ｗ
和
吟
必
湿
屠
剛
聞
腰
蔵
卿
咋
膵
男
洲
阿
糊
岫
醐
肝
心
阻
巴
粥
姻
欄
矧
も
例
司
洋
膵
隣
庁
１
吋
刃
遡
因
渦
剥
四
炉
酢
ａ
１
Ｆ
風
『
畠
山
唾
ｊ
Ｉ
弛
際
酢
即
Ｆ
Ｆ
惟
陸
い
ば
呼
群
Ｆ
Ｉ
９
Ｆ
Ｉ
Ｐ
ト
リ
ー

て｜ ）

ア特別送達以外の書留郵便物受領証は， 諸票として取り扱う6

イ保存期間は3年である。

(3) 事件記録等閲覧・謄写栗原符(H9. 8.20総三第97号総務局長通達

13記載例につき， 訟執第62号200頁， 保存期間につき訟執第50号364頁。
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『
,

I替
崩
Ｌ
Ｊ

|I
■

ｈ

ｆ

ｆ

リ

町

Ｊ

Ｉ

Ｉ

ｒ

０

日

■

辺

「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」第3の4(4)）

ア記載を終えた原符は， 記録係において， 原符番号順に整理して

つづり ，保管する。

イ 保存期間は， 5年とする。

第6 帳簿の引継ぎについて

1 何を引き継ぐか

「当該年度に登載のあった帳簿」 ‘4 （局長通達第3の1 (1)ア）

2 いつ引き継ぐか

P

| 'I
１
＃
詞
Ｊ
喧
矧
仏
Ｐ
睦
凹

仇

ｒ

，

’

’

1I’

|I
l I I

l l，

' ' ’
' ' 1

1

|，
1 N

||' I
(1) 帳簿は， 当該部又は係において行うすべての記載（事件簿につ

いては， 当該審級に係る記載又は前年度以前の年度の未済事件を

当該年度の事件簿の冒頭に移記する場合はその移記） を終えた年

度の経過後， 速やかに｣5記録係に引き継ぐﾞ （局長通達第3の1 （1）

ア） 。

(2) 引継ぎ時期は， 本庁では概ね2月中を目途としている。

(3) 事件簿における 「当該審級に係る記載」 とは， 事件簿の各欄

中， 上訴審から返還された事件記録又は送付された事件完結の通

知書に基づいて記載する欄‘6及び「保存」欄以外の欄についての記

載をいう］7．

(4) 事件簿を移記した場合， 未済事件を登載していた事件簿は移記

した年度の末日 （ 12月31日） をもって記載が終了したものと

して取り扱う’8。

なお， 通達で移記が認められているのは事件簿だけであり ， そ

1 1

|｜

４

Ｌ

酢

い

い

局

制

鞘

侭

関

．

。

ｒ

此
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、

件
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咀
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可
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Ｉ
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日
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ｌ
ｚ
刊
咀
１

幽
川
糾
州
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隅
写

詞
四
回
●
私
咀
司
Ｐ
１
１

■

Ｉ
Ｆ
端
。
・
咄
’
４
塒
哺
川
朏
那

。

‐

６

，

『

■

０

４

旧

５

０

且

，

『

ｊ

■

可

．

Ｉ

'4登載事項がなかった帳簿については， 引き継がなくてもよい （局長通達第3の1 (1)アただし書）

'5 「速やかに」 は「遅滞なく 」 と異なり ， 正当な又は合理的な理由があっても遅延が許されないことを

意味するので， 翌年度の当初に引き継ぐべきことになる （訟執第50号8 1頁）。

16 「控訴審等の上訴審に関する事項を記載する箇所」 で， 上訴結果欄のことである （局長通達第2の1

(2)ア （キ） 参照）。

1？訟執第50号23頁。

18訟執第50号3 9 1頁。
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の他の帳簿について移記をすることはできない。

3 記載終了等の記載

(1) 事件関係帳簿を引き継ぐ、場合には， 当該事件関係帳簿の取扱責任

者が最後に記載した欄の次の欄に， 記載を終えた旨及びその年月日

を記載して認印する （局長通達第3の1(1)zi) 。

（2） 「取扱責任者」 とは， 当該部係における上席の書記官を指す。具

体的には， 部においては主任書記官，係においては係長， 支部簡裁

においては庶務課長（主任書記官） ， 主任書記官や係長が置かれて

いない場合は部係の事務を取り扱う上席の書記官となる｣9． 当該年

度の取扱責任者が異動等で不在となった場合は， 後任の取扱責任者

が記載事項終了の付記及び認印をする。

なお， 次年度に移記したことにより事件簿を引き継ぐ､場合は， 移

記した旨を記載する。

（3） 記載終了日について

ア 司法年度ごとに作成する帳簿は， 原則として当該年度の最終日

である12月31日 （新たに登載する可能性がなくなった日20）

が記載終了日となる。

イ 事件簿において， 当該年度の最終日までに， 登載している事件

に未済事件があった場合は， すべての未済事件が既済となった日

（上訴があった場合は記録送付日）である。

（4） 仮既済の事件がある場合

この場合， 事件簿は記載終了になっていない （当該事件が終

局していない） ので， 廃棄することもできない。誤廃棄を避け

るため， 事件記録は專用のスペースに保管し， 事件簿には付妻
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’
などで明示しておくべきである。

（5） 受理記載終了日について

記載事項終了日と併せて， 「受理記載終了日」 を記載する取扱

いがある。 当庁において受理記載終了日を記載すべき定めは見

当たらないので， 特に記載する必要はない21．

4 帳簿の合綴について

（1） 司法年度ごとに作成すべき帳簿については， 数年度分の同じ種類

の帳簿同士又は， 同じ司法年度の種類の違う帳簿同士をとじ合わせ

ることができる （局長通達第2の1 3(1)） 。

（2） 司法年度ごとに作成する帳簿で登載事項の少ないものについて

は， 5年度分を限度としてとじ合わせ， 又は同一年度の保存期間一

を同じくする数種のものをとじ合わせることができる22 （自庁通知

第3の8） 。

（3） 合綴をした場合は， 経過簿の備考楠にその旨を記載しなけれ

ばならない （局長通達第2の4(2)ウ （イ））。記載例の5ないし

8を参照。

（4） 合綴できないもの

ア種類と保存期間がいずれも異なる帳簿

イ 帳簿と諸票

ウ 司法行政上異なる組織である裁判所の帳簿（地裁と家裁， 地裁

と簡裁等）
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2 1 通達上根拠があるものではないが， 「受付が終わっているかどうか明らかにする必要があると考える

のであれば記載するもの」 とされている （昭和43年民事訟廷事務主任高裁管内別会同 浦和）。事件

簿の移記をする場合等に受理分の記載が終了していることを表すためのものだろう。

22 例えば， 保存期間の異なる事件簿を合綴することはできない。 また， 保存期間3年の帳簿を5年分

合綴する等， 保存年数を超える合綴は好ましくないとされている， この5年分とは， 連続した5年分と

考えられているので， 帳簿が作成されない司法年度は， 当該司法年度で一度区切ることになる。
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5 帳簿の合冊23について

（1） 事件関係送付簿については， 分冊されている場合には， 全冊をと

じ合わせるのが原則である （自庁通知第3(2) ） 。

（2） 「合綴」 と 「合冊」は， 似ているが意味合いは異なる。違いをま

とめると概ね以下の表のとおりと考えられる24。

| 具体例

①令和元年度事件関係送付簿と

’ ＆じ含…帳。
｜剛年度又は別種類"帳

経過簿記載

備考欄に合綴の記

載が必要 （ 「令和合綴 令和2年度事件関係送付簿簿同士

(本来別々の帳簿をと ｜②令和元年度事件関係送付簿と ’○年度に（を）合

令和元年度事件記録出納簿 綴」 ）じ合わせること

年度 ｜同じ部係に備え付けられた， そもそも1冊の帳種類かつ同同

令和元年事件関係送付簿（庁内 ｜簿なので不要の帳簿同士

合冊 ’ （本来1冊の帳簿を， ｜用） と令和元年事件関係送付簿

分冊している状態から ｜ （庁外用）

1冊に戻すこと

6 引継ぎの際の帳簿の体裁

引継ぎの際には帳簿諸票の表紙に，整理番号， 帳簿諸栗の名称， 部

係名及び保存の始期終期を記載する25．複数の司法年度や種類の帳簿

が合綴されている場合は， 全ての帳簿の名称を記載する。
ｦ

帳簿表紙の記載方法については，別紙1-1-3 「帳簿表紙の記載例」

を参照

23合冊の場合， 帳簿を1冊にとじ合わせたうえで引き継ぐので， 合綴の場合のように帳簿諸票備付経過

簿備考欄に記載することはない。

24実際に合冊が問題となるのは， 自庁通知の規定からして事件関係送付簿のみと考えられる。

25帳簿諸票の表紙への保存の始期終期の記載は， 通達上は記録係が行うことになっているが （局長通達

第3の2） ， 京都地裁では各担当部が記載する取扱いをしている。

17

閲



’

１
１
１

Ｌ

ｌ

ｌ

ｄ

１

ｌ

ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｉ

ｌ

ｌ
‐
１
１
１
・
’
１
１
１
柿
．
Ｉ

7 コンピュータを利用した｜ ｜について

別紙4 「コンピュータを利用した｜ ｜の概要」 を参照。
8 具体的な引継方法

別紙1-1-1 帳簿諸票の引継ぎの概要く記録係以外の係．各部編＞

及び別紙1-2 帳簿諸票の引継ぎの概要く記録係編＞を参照。

第7 諸票の引継ぎについて

， 何を引き継ぐか

当該年度に記載を終えたものを一括する26(局長通達第3の1 (1)ウ）。

2 いつ引き継ぐか

諸票の引継事由は， 原則として用済みとなったことである。 引き継

ぐ､べき時期は， 用済みとなった年度の翌司法年度の当初である。

上
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3 経過簿への登載

諸票は帳簿と異なり ，保存のための引継ぎを受けた司法年度の経過

簿に登載する。例えば，令和元年度の「民事事件記録等閲覧・謄写

票（原符）」 を令和2年に引き継いだ場合は， 令和2年度の経過簿に

登載する。

4 諸票の合綴の可否

異なる種類の諸票同士を合綴することはできない。

5 引継ぎの際の諸票の体裁

引継ぎの際に， 諸票を一括する方法は適宜で足りるが，散逸等防止

のためには， 製本するのが相当であろう。 この場合， 経過簿の引継

数量の登載については， 枚数に代えて冊数を表示して差し支えない

27．製本する際の表紙の記載等については， 第6の6と同様である。
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2G何を引き継ぐかについては， 局長通達では明言されていない。帳簿諸票備付一覧表や各通達を地道に

当たっていくことが必要であると考えられる。

27訟執第50号8 1頁。
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6 具体的な引継方法

別紙1－1－1 帳簿諸票の引継ぎの概要く記録係以外の係・各部編＞

及び別紙1－2 帳簿諸票の引継ぎの概要く記録係編＞を参照。

第8 帳簿諸票の保存について

1 保存とは

「記録係に引き継がれた後の保管及び廃棄」 28のことである。

2 帳簿諸票の保存期間

（1） 保存期間は， 引き継いだ日の属する司法年度の初日 （1月1日）

から起算する29° よって， 帳簿諸票の保存期間は引き継いだ年度を

含めて算定する （初年度算入） 。

例えば保存期間5年の帳簿を平成28年に保存に付した場合， 保

存期間は令和2年（平成32年） までとなり ， 令和3年（平成33

年） に廃棄することになる。

（2） 帳簿諸票の保存期間が， 通達の改正により変更される （あるい

は帳簿または諸票の備付けが廃止される） ことがあるが， 改正前の

帳簿諸票に改正後の保存期間が適用されるか（廃止後も当該帳簿諸

票を保存するべきか） どうかは， 当該改正された通達等の経過措置

の規定により定められている。

詳細については， 別紙3 「通達による保存期間変更についての考

察」 を参照。

3 特別保存

（1） 帳簿諸票の特別保存の認定権者3，

裁判所の長（簡易裁判所にあっては， その所在地を管轄する地方
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28訟執第50号10頁。

29記載終了後， 何らかの理由により翌年度に引継ぎができず， 翌々年度に帳簿を引き継いだ場合は，

翌々年度が保存の始期となる。

30 1日自庁通知では特別保存の認定権者を首席書記官としていたが’ 同規定は平成26年の自庁通達， 通

知改正時に削除された。
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蕨一

裁判所の長）は，保存期間が満了した帳簿諸票について， 特別の事

由により更に保存する必要があると認めるときは， その事由がある

問， 特別保存に付することができる。

(2) 特別保存に付した帳簿諸票の表紙には， 「特別保存」 と朱書す

る。

(3) 経過簿の備考欄に特別保存に関する事項を記載する。

ア特別保存の旨

イ 特別保存の終期

ウ 特別保存中に特別保存の事由が消滅したため特別保存の期間が

短縮された場合のその事由，新しい終期

エその他， 必要と考えられる事項

第9 帳簿諸票備付経過簿について

1 帳簿諸票備付経過簿（以下， 「経過簿」 というd) とは

司法年度ごとに備え付けるべきすべての帳簿の備付け状況を一覧的

に把握し帳簿及び保存のための引継ぎを受けた諸票の保存簿として用

いるものである3'。

2 経過簿の備付け‘ （局長通達第2の4）

（1） 経過簿は， 司法年度ごとに作成し， 本庁においては民事の関係は

民事訟廷記録係に， 刑事の関係は刑事訟廷記録係にそれぞれ備え置

○

／
、

(2) 経過簿は支部及び簡易裁判所においては， 民事，刑事に区分し備

え置く。

なお， 支部においては地方裁判所， 家庭裁判所， 簡易裁判所が併

31訟執第6 2号1 9 1頁， 1 92頁
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存しているが， これらは司法行政上別個の裁判所となるので， それ

ぞれの裁判所ごとに経過簿を区分して備え置く。

（3） 経過簿は事件簿とその他の事件関係の帳簿諸票とに区分して備え

置くことができる。

3 経過簿登載上の留意事項

（1） 備え付けるべき全ての帳簿及び保存のために引き継いだ諸票は全

て登載する （局長通達第2の4(1)ウ） 。 これには，他の通達で備付

けを定められている帳簿（総長通達別表第9） を含む（例として裁

判原本等保存簿（分離し， 特別保存に付したものを除く。））。

（2） 帳簿諸票備付経過簿

経過簿自体は， 経過簿に登載する必要はない32。

（3） 自庁帳簿

経過簿に登載する （自庁通知第3の7(2)エ） 。保存期間は3年

である。

（4） 法廷等秩序維持違反事件簿

刑事の経過簿に登載する （自庁通知第3の7(2)イ） 。

（5） 私製書留郵便物受領証（特別送達用）

事件関係送付簿の性質を有すると考えられるので帳簿として取

り扱うが （記載例10） ， 特別送達以外の書留郵便物受領証は諸

票として取り扱う点に注意する。

（6） 雑書綴（民事）

本庁では， 事件書類としての雑書類と諸票としての雑書類（保

管金・保管物関係の雑書類）が明確に区分されて綴られていないの

で， 当事者等からの問合せ対応や， 保管金・保管物関係の雑書類が

32訟執第62号1 9 2頁。 なお， ｜日通達の帳簿諸票保存簿も同様である

21



諸票として保存期間3年と定められていることを考慮し，雑書綴は

諸票として経過簿に登載のうえ3年間保存することとしている。

雑書類の取扱いには種々の問題がある。 この点について， 別紙5

に整理した。

(7) 帳簿及び諸票以外のもの （メモ）

経過簿に登載する必要はない。ただし， 次の(6)のように名称上’

は備え付けるものとされていない帳簿諸票であっても，性質上別

の備え付けるべき帳簿諸票とみなされるものがあるので注意す
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る。

（8） 名称の異なる帳簿

名称が備え付けるべき帳簿と異なる場合でも， その性質が備え

付けるべきとされている帳簿と同一の場合には， その備え付ける

べき帳簿として保存に付さなければならない。

例えば， 「記録引継簿」 といった名称で事件記録を送付し授受

を明らかにするために利用している帳簿がある場合， その性質か

ら事件関係送付簿とみられるから， 名称が異なっていてもこれを

「事件関係送付簿」 として経過簿に登載して保存及び廃棄をする

必要がある33．

4 整理番号の記載

（1） 帳簿諸票の登載順に司法年度ごとの通し番号を用いる34．事件簿

については，整理番号を1として， 事件種別ごとに枝番を付してい

，る･

（2） 当庁では特に各部ごとに整理番号を区分せず， 同一の帳簿諸票に

§
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下

脅
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毎
》

魂 I

午1

引継ぎ漏れや保存漏れを起こしやすいので， 事務処理方法として適切でないが， このような事態を避

るためにも， 帳簿諸票の名称は通達等で定める名称をそのまま使用すべきである。

毎司法年度とも同一の名称の帳簿諸栗には， 同じ整理番号を付すことが望ましい （訟執第62号1 9

頁）。
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１
〃

登

Iは同じ整理番号を付している3‘ （記載例4） 。

5 経過簿の記載（帳簿）

（1） 帳簿の名称及び作成月日等

ア帳簿の名称については， 前記第2の4に記載したとおり ， 各種

通達等で定められた名称を用いて記載する。

イ 作成月日は「1 ． 1 」 とする。帳簿は司法年度ごとに備え付け

るのであるから， 備付けの日は「 1月1日」であり ， 最初の開庁

日ではない。

ウ 作成留保帳簿については，整理番号及び名称のみ記載してお

き，作成月日欄は空欄とする。作成月日は， その帳簿を作成した

月日 （帳簿に記載すべき事項が発生した月日） を記載する （記載

例2） 。

（2） 帳簿の引継ぎ時

備え付けた年度の経過簿に， 引継ぎの年月日， 冊数及び保存満了

年度欄を記載する。

（3） 登載事項がなかった帳簿

ア備え付けた帳簿のうち， 当該年度に登載事項のなかった帳簿は

保存のための引継ぎを要しない （局長通達第3の1 (1)アただし

斗
旺
恥
匪
Ⅳ
一

蕊

i藍
諏

島
田
４

鴬

・
顎
招

I

塀
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I
＃

卜

§
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ｒ
ｌ

面

書） 《 i

I
唖
愈

イ 作成留保帳簿は， 当該年度に登載事項がなかった場合は， 部係

で帳簿が作成されないので， 当然引継ぎは要しない。

ウ 登載事項がなかった場合の経過簿の記載は， 「引継ぎ」 「保存

満了年度」及び「廃棄」の各欄（作成留保帳簿は「作成月日」

も） を通して斜線を引き， 取扱責任者（記録係長， 記録係の事務

一

各部に備え付けた帳簿は各部で区分できる整理番号を記載するという考え方もある （訟執第6 2号］
）頁， 1 95頁）。
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謹

を取り扱う上席の書記官）が認印する。 「引継ぎなし」等の記載

は不要である（記載例3）。

(4) 帳簿の合綴がされているとき

ア合綴されているときは， そのすべての帳簿について備考楠にそ

の旨を記載しておく （ 「令和○年分を合綴」 「令和○年分に合

綴」等） 。

イ 数年分を合綴した帳簿を引き継いだときは, 最も古い年度の帳

簿の該当欄に引継ぎの日と保存満了年度を記載し’ その備考欄に

は合綴した旨とその合綴した帳簿の作成年度を記載する（記載例

5）。

ウ 合綴された帳簿には， 引継ぎの日，保存満了年度及び廃棄の記

載を要しない36(記載例6）。

エ保存期間が同じで種類の異なる帳簿を合綴しているときは， 合

綴した基本となる帳簿の該当欄に引継ぎの日と保存満了年度を記

載し， その備考欄には合綴した旨と合綴した帳簿の名称を記載す

る（記載例7）。

基本となる帳簿以外の，合綴したすべての帳簿の備考欄には，

基本となる帳簿の名称を記載して’ その帳簿に合綴した旨を記載

する。基本となる帳簿以外の，合綴した帳簿には， 引継ぎの日及

麗

篭

霧

詮

；
錐
岸
到
蝿
凋
顎

蕊

鑑

↑

糾

蔀

醍

粥

号

…

伊

び保存満了年度の記載を要しない（記載例8）

日ペ

(5) いわゆる

ア ｜ ｜の記載事項をコンピュータの記憶装置に記録する

方法により備え付けた場合， ｜ を除くその年度のすべての
理

１
海
鍾
鋸
恥
36一覧性の観点から引継ぎの日 ， 保存満了年度及び廃棄の欄に斜線を引く取扱いもあるが， 通達上は要

求されていない。 なお， 備忘的な斜線ではあるが， 斜線を引いたときは認印するのが相当との高裁の指

導があった。
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順

ド！ヨリ 記載事項37を司法年度ごとに印刷して製本し38, または磁気テー

プ（またはこれに準ずる方法） に複製して保存する。

r l lまたは磁気テープ等は，当該事件のその司法年度に■

が対象となるので，複数年度のものが記

載されることとなる39．

ウ ’ ｜を印刷し製本して備え付けた場合の｜

｜を参照"・
エ磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物を含む。 ） に複製して保存に付した場合

W

｜
｜
』

ll
1I

を参照41‘の

経過簿の記載（諸票）

登載する経過簿

帳簿と異なり ， 引き継がれた年度の経過簿に登載する《

6

(1)

(2) 諸票の名称

ア諸票の名称についても， 帳簿と同様に， 各種通達等で定められ

た名称を用いて記載する。

イ 名称欄には作成された司法年度（使用を終わった年度） を併記

して諸票の特定をする （記載例9） 。

(3) その他の記載事項

ア 「引継ぎ（冊数42） 」及び「保存満了年度」 を記載する。

イ 「作成月日」欄の記載は不要である。

3『仕様上， 当該年度に’ ｜以外は出力されないようである。
36 これを便宜上’ ｜または’ ｜と呼ぶ（別紙4参照）。

”例えば， 平成28年度に■ I平成25年の事件があれば, それらも平成28年度の’ ｜に
記載されることになる。 この場合に平成25年度の■■■■に何らかの記載をする必要は特に根拠が見当
たらず， 不要と考えられる。

０
１
２

４
４
４

4
2

諸栗の数量は本来1枚単位であるが，

頁）。

枚数に代えて冊数を記載して差し支え．ない （訟執第50号82
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1 0 帳簿諸票の廃棄事務

具体的な廃棄の流れは別紙2 「帳簿諸票の廃棄の概要」 を参照。

1 帳簿諸票の廃棄

（1） 首席書記官の指示

ア帳簿諸票の廃棄は， 毎年， 前年度中に保存期間が満了したも

のにつ‘いて， 首席書記官の指示を受けて行う （局長通達第4の

1 ） 。

イ 首席書記官の指示の方法や内容は， 通達で定められていない

が， 実務上は，廃棄目録を作成して首席書記官に廃棄の指示を

求め （廃棄上申） ， これに対して首席書記官が指示を与える方

法をとっている。

ウ 廃棄の指示を求める文書の名義人は，廃棄の指示権者に最も

近い立場にある訟廷管理官（訟廷管理官の置かれていない庁に

あっては， 上席の主任書記官， 主任書記官の置かれていない庁

にあっては， 上席の書記官） とするのが相当である43。廃棄上申

や指示， 報告の様式については， 別紙7ないし9を参照。

（2） 廃棄の方法

ア帳簿諸票の廃棄は， 訟廷管理官（訟廷管理官の置かれていない

裁判所にあっては訟廷事務をつかさどる主任書記官， 主任書記官

の置かれていない裁判所にあっては上席の裁判所書記官） が立ち

会った上，焼却又は細断の方法により行う （局長通達第4の2

{1)) ｡

書記官一人庁では， 近在の庁に依頼して， その庁の主任書記官

や上席の書記官が立ち会う方法がとられている。

第1
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43訟執第50号85頁。
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イ 廃棄の方法は通達上「焼却又は細断」 と定められているが， こ

れに準ずる溶解， 溶融等の方法によることも差し支えない。細断

の方法によった場合は， 物品管理官等への引継ぎを要する （局長

通達第4の2(2)） 。

(3) 廃棄の報告等

廃棄の指示を受けた者は， 首席書記官に対し廃棄手続を完了した

旨を報告する。廃棄目録末尾への廃棄した旨の付記は， 経過簿への

記載と同様に， 本庁は記録係長， 管内は記録係の事務を取り扱う上

席の書記官が行う。 ‘

(4) 廃棄関係文耆の取扱い

ア廃棄上申書及び廃棄指示の文書ならびに廃棄実施報告の文書

は， 司法行政文書「訟ろ－1 5-A」 に該当するので》 5年間

（ただし， その文書が控えのとき （管内各庁には， 通例，廃棄上

申書及び廃棄実施報告書はその控えが残るのみであろう。 ）は雑

書類として保存期間は3年である。 ） の保存期間があり ， 司法行

政文書の取扱責任者（総務課長， 庶務課長） に引き継いで，保存

に付すことになる。

イ 事件記録と同時に廃棄した場合の廃棄目録（副本） は， その他

の諸票として経過簿に登載し， 3年間保存する44°

ウ 通達上は， 帳簿諸票のみの廃棄関係書類が司法行政文書「訟ろ

-15-A」 に該当するかどうかは半|｣然としないが， 本庁では帳

簿諸票の廃棄は事件関係書類の廃棄と同時期に行っており ， 本項

での帳簿諸票の廃棄関係書類の取扱いについての記載は， 事件書

1

1

１

’

類（事件記録） の廃棄関係書類を含む前提での記載である。

44訟執第64号｢事件記録保存規程の解説」 267頁。 なお， 厳密にはこれは事件記録(事件書類） の

廃棄目録のことであり ， 帳簿諸票だけを廃棄した場合の廃棄目録がこれにあたるかは定かでない。

Oワ
全』
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１

（5） 事件簿の廃棄についての注意事項

ア事件簿の記載終了は当該審級における記載事項が終了したとき

であるから， 事件簿はその翌年から保存に付し，保存期間の経過

後にこれを廃棄することができるのが原則である。

イ ただし， 事件簿には「事件記録の保存廃棄を管理する帳簿」 と

いう性質もあるため， 登載されている全ての事件記録が廃棄され

るまで廃棄すべきでない。事件簿を廃棄する際には， 登載された

全ての事件記録が廃棄されていることを確認すべきである。

2 廃棄結果の経過簿への記載

取扱責任者（記録係長，係が置かれていない庁にあっては， 記録係

の事務を取り扱う上席の書記官）が，廃棄した日を記載して認印する

（記載例13） 。

1 国立公文書館への移管

概要

最高裁判所の指示により国立公文書館への移管が予定されている帳

簿諸票は， 移管の指示が発出されたら国立公文書館へ送付する。事

前に移管予定の帳簿諸票についての連絡があるので， 該当する帳簿

諸票は誤って廃棄しないように注意する。

具体的な移管の手続についてはその都度指示がある。

なお移管の予定がされている帳簿諸票は，保存終期のきている裁判

所法施行の日 （昭和22年5月3日）前に備え付けられた帳簿諸票で

ある。現時点では， 民事事件の事件簿（ただしここでいう 「民事事

件」 とは保存規程別表第一の3の事件並びに別表第二の2及び4の事

件をいう。） のみが実際に移管されているが， その他の帳簿諸票も廃

棄を留保しておかなければならない。

28
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月

経過簿の記載

国立公文書館へ帳簿諸票を送付したら経過簿の「廃棄の日」 に送付

年月日を記載し，備考欄に国立公文書館に送付の旨を記載する。日を記載 玉

2

の年月
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第1 2 経過簿への記載例

（記載例1）
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;平成27年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部･事件簿閨係）

篭 保存

満了l
釜鳶

}廃棄卜

緬潅
韻 , 口 ,, , ℃"> 3 ･

拝宕印）

整理番号
作成

月白帳簿諸票の名称

F

I
1－I 1

砿
躬
年

29．1 ．25

1冊

民事再審事件簿

(J] ･ 70年・事件係）
1 ，1

事件係属時まで作成を留保しない事件関係帳簿の備付け及び保存のための引継ぎを受けた場合の記載例

｢作成月日｣桐には｢1 ．1」（1月1日）と記載する。

保存の始期は,保存のための引継ぎを受けた年度の初めである。

保存のための引継を受けた年度を含めて保存満了年度を算定する。

○
○
○
○

i

l

(記載例2）

i平成27年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部.事件簿関係）

蕊騨駿職鰄鰄;A〉
}整理番号
“"鰯:職

鵜蕊鱸潔
月渭
1郡等』 逹檸鷺

８

Ｆ

羅災都市借地借家臨時処理

事件及び接収不動産に借地

借家臨時処理事件簿（シ・

30年・事件係・係属時作

成）

鰔
迂

2．2

8
冊

○事件係属時まで作成を留保し得る旨の定めのある事件関係帳簿の備付けについての記載例
○「作成月日｣梱には当該事件簿等を作成した月日を記載する。
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(記載例3）

平成27年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部｡事件簿関係）
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成）
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臘
酔
膨
膠
勝
．
＃
齢
蔭
彫
膨
匙
願
畷

ｑ
ｒ
Ｐ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
５
■
■
Ｂ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
■
且
■
■
■
■
■
厚
■
■
■

－－

○事件係属時まで作成を留保し得る旨の定めのある事件関係帳簿について，帳簿を作成しないで当該年度を経過した
場合の記載例

○「作成月日｣． 「引継ぎ｣， 「保存満了年度｣及び｢廃棄(取扱者印)｣欄に斜線を引き，取扱責任者が認印する。

○取扱責任者とは.事件係長(係が置かれていない庁にあっては.係の事務を取り扱う上席の書記官)である。
＊平成5年12月27日付最高裁判所事務総局作成の｢帳簿諸票備付経過簿記載の手引き｣には｡ 「事件が係属したとき
まで作成を留保することができる事件簿を定めている場合には,当該年度に限り経過簿を事件係に備え置く｡」とある｡た

だし，当庁では経過簿を事件係に備え置く扱いにしていないので，その場合は経過簿を備え付けている記録係の係長が
取扱責任者と考えられる。

○取扱責任者が認印する箇所は.斜線のうえである。

Ｉ
１
１
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
。
■
四
■
■
■
日
個
遇
３
１

聟
署
笹
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(記載例4）

坪成29年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部･その他)民事訟廷事務室

蕊蕊
《
患
溌
泌
鰯
一蕊

I
謝
恩
掴
陰
醗
畷
醗
馳
醗
醗
醗
畷
砂
匿
認
詞
謝
錫
調
涌
湿
澗
魂
調
澗
割
潮
翔
調
鐇
剥
潮
綱
遡
樋
翔
制
細

影

’ 藏
年

事件関係送付簿

（5年・事件係）
1．12

冊
I

!○同一の事件関係帳簿諸票を各部に備え置く場合の記載例

i○同一の事件関係帳簿諸票を各部に備え置く庁においては，区別できる整理番号を付すのが相当である。整理番号は

司法年度ごとに通し番号を付すべきであり，毎司法年度とも同一の名称の帳簿諸票には同じ整理番号を付すことが望まし
:い
； o

(記載例5）

、邑簿(帳簿の部･事件簿関係）平成25年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部

篭 蕊識蕊灘鍵
，F

'一： 9 i

配偶者暴力に閨する保護命

令事件簿

（配チ｡ 30年・保全係）

藏
串
年

29･ ~1 ・25

1冊

平成26年,27年度を合

てつ
… 1 ．1

i○事件関係帳簿について,数司法年度分を合てつした場合の基本となる最も古い年度の事件関係帳簿の記載例

'○保存期間の始期は,保存のための引継ぎを受けた年度の初めである.

(記載例6）

平成26年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部.事件簿関係）

総蕊謹

蕊灘 蕊譲鍵鵜
ワ ド

リ

I 配偶者暴力に関する保護命

令事件簿

（配チ・ 30年・保全係）

稚
年

平成25年度に合てつ1－; 9 1 1 ．1

冊

○事件関係帳簿について,数司法年度分を合てつした場合の基本となる年度の事件関係帳簿以外の年度の事件閨係帳簿

の記載例

○基本となる最も古い年度の事件関係帳簿以外には， 「引継ぎ｣， 「保存満了年度｣及び｢廃棄(取扱者印)」の各棡の記載は

必要ない。
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(記載例7）

平成28年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部･その他)第1民事部

鳶保存

総涼
1年庵

： 廃棄

“取扱責
任者印）

鶴整理番号 帳簿諸票の名称 引継ぎ’＃

F

2 1
I
｝

平成

33

年

29・ ~1 ．25

1冊

事件関係送付簿

（5年）
事件記録出納簿を合てつ1 ．1

I

,○事件関係帳簿について,保存期間の同じで種類の異なる事件関係帳簿を合てつした場合の基本となる事件関係帳簿の記

|載例
!○保存期間の始期は,保存のための引継ぎを受けた年度の初めである。

(記載例8）

平成28年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部･その他)第1民事部
（
令
へ
う
蹄
．
索
７

露
認
識

篭
窪

を ≦廃棄3
鵠 一ﾝ外蓉菫
X取扱具
, 一二 f〆:.f噌露1

‘件者Em；

弓織〆 －" ､診』善: ，

､整理書
"' も鰐顕 .f ,ｲ 皇舞
.・ ・ :* と : 磐津、

濁鍵暑驚

鶴
温塚

識
■

鍼
年

事件記録出納簿

（5年）
事件関係送付簿に合てつ７ 1 ．1

冊

!○事件関係帳簿について,保存期間の同じで種類の異なる事件関係帳簿を合てつした場合の基本となる事件関係帳簿以外

#の事件関係帳簿の記載例

:○基本となる事件関係帳簿以外には， 「引継ぎ｣， 「保存満了年度｣及び｢廃棄(取扱者印)」の各棡の記載は必要ない。
3口－ ■ －…一 =一望一凸凸卒' 一二 ■一一△■■司 ロ ロロー■－■ ▽｡■一一■■一・一一凸 4 －■一一一咽一■■■ ,÷÷富－■一一■ 凸一一面一一一一■一志一一一=角ニーーーロー鋒一・-国テー｡＝F－－一一一一■一一…員=- -.-- ロロニー－戸一一一,pL

（記載例9）

６
１
Ⅱ
１
，
０
０
Ｊ

II;
『

~－－ ｜
’平成29年帳簿諸票備付経過簿(諸票の部)第1民事部

”;か ;”: :
, 卜 .F,〆 叱 哲",』 』 望 .. .

帳簿諸票

蕊"癖

曇

蕊 蕊蕊蕊
平成28年度民事事件記録

等閲覧・謄写票原符

(5年）

蒋
銅
年

29． 1 ．25

1冊

105

○事件関係諸票について,保存のための引継ぎを受けた場合の記載例

!○事件関係諸票については,保存のための引継ぎを受けた年度の帳簿諸票備付経過簿に記載する。
'○保存のための引継ぎを受けたときは， 「帳簿諸票の名称｣欄に作成された年度を記載す~る。

'○「作成月日｣欄の記載は要しない。

;○引継ぎ数量の記載にあたっては,枚数に代えて冊数を表示して差し支えない。
L . －.－ ． － －－ －－ ．－" ---.=….‐－－．,.._ゞ _. . ､._._園. ､-... ..-.-.＝-------－- .-,_蝿_‐ ､一…一.△ー"_‘ ､－－－→－． － －－ －、

32



F藍

ｄ
Ｆ
婿
電
廻
凸
森
鐸
噸
慰
垂
也
剴
器

ご

母

(記載例10）
ヅ、

一号

マウ

罰 、

１

１

１

１

１

４

二

－

１

４

１

．

Ｆ

１

‐

ｌ

(記載例10)

平成28年帳簿諸票備付経過簿 (帳簿の部･その他)第1民事部
吟
輻
那
蝿
噛
唄
迦
駕
暉
‐

酔

蕊
溌
蕊
認
識 蕊 蕊識写

＃

10 1

鰄
銅
年

29． ~1 ．25

1冊

私製書留郵便物受領証（特別送達

用）

（5年）

台

1．1

却
空
壷
”
剥
静
鱈

○私製書留郵便物受領証(特別送達用)について，保存のための引継ぎを受けた場合の記載例

!○私製書留郵便物受領証(特別送達用)は,事件関係送付簿の性質を有するものであるから帳簿として扱い,その保存｜
|期間は5年である。 ｜
卜.一…－－．－…,__. "..… －－－.…--..--……--- --._…_…… .－－_---…-..-----"－－－．…_-.---,.--…－ － ‐…… ．…‐‐".‐…－．－ ．， －．．－ ． ．．－…"._… －．___._. 1

字

罰

蔦
し擬

・
ざ
鐸
藥
蝉
莞

蔦

諏
趣
悪

霊

蕊

§
滝
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＆
・
牒
酔

(記載例1 3）

平成28年帳簿諸票備付経過簿(帳簿の部･その他)民事訟廷事務室抄
覗

鍵
．
〃
・
琿
寺
が
’
Ｆ
２
門
峠
や
馥
却
卸
醗
墾
誌
や
印
》
吟
訴
和
咄
評
晶
向
蝋
筈
溌

離
鎧
謎
丸

い

＃

Ｆ

ザ

Ｏ

Ｆ

１

ｄ

．

．

》

癖
溌
這
疑
一
ゞ

、
一
一
熔
蕊
零
諦
鐸
一
無
《

識
:を月日

鐸
識
牽

'W;篠棄"
: : >(取扱貴蜜リ
1榧者印ルガ

整理番号

…財
零

霊

屋

圭

撫

I

蒋
銅
年

29．1■25

1冊

事件関係送付簿

(5年・事件係）

34．3．20

③
2 1■1

％

○事件関係帳簿諸票を廃棄した場合の記載例

○取扱責任者(本庁にあっては記録係長，支部･簡裁では上席の書記官)が廃棄した年月日を記載して認印をする。
1

縄
唾
罪
昂

噌
跨
餅
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馨
彊
ｆ
１

…
；

い
：I

刊
奄
喝
Ｉ 別紙1－1－1 帳簿諸票の引継ぎの概要く記録係以外の係・各部編＞

ﾄ

6

!
ナ
勝
屏
＆
附
略
目
酔
陰
ｋ
貯
鴎
匡
犀
吟
咽
Ｌ
詞
咽
瑚
潮
糊
目

○新たに作成する帳簿について

｢I~回月甲1

次年度に備え付けるべき帳簿を準備する。

事件簿， 送達書類授受簿等の， 事件が係属した時に作成するこ

とが認められているもの以外は全て準備する。

※注意点

1 謄写のために記録係に記録を貸し出すために使用する帳簿

は事件記録出納簿

2 過料決定通知簿は事件関係送付簿

3 保管金請求書送付簿は事件関係送付簿

ｕ
附
匿
卜
偽
仔
凹
Ⅸ
■
俎
泗
旧
廻
廻
咀
■
珂
咽
剥
渭
側
掴
判
口
＃
湖
Ⅵ

ト

l

W
bI '12月～’月初め’

記録係から部の年初に作成した経過簿のデータ等が送られるの

で，備え付ける帳簿と齪饒がないかを確認する。齪齪があればその

旨と内容を記録係に伝える。
罷
岼
唾
酢
酬
叱
ｊ
．
６
５
口
門
Ｕ

｢1~p~"~a

当該年度の帳簿を備え付ける。

●前年度まで分の帳簿諸票の記録係への引継ぎ（保存）

’月初め～2月中

1 別紙1-1-2のチェックリストに従って点検をする。

2 引継書及びチェックリストと共に記録係に引き継ぐ。

3 記録係から受領書が返還されるので， 当該年度の事件関係送

付簿に綴る （必要であれば写しをとつておく。）。

ＩＥｌＩＦ■、」１冊ＦｒＥＤ出汁咄１．■■唾■巳巳■■■■■■■■■■亘匿■Ｅ■Ｅ■唇■■■Ｉ小川１１１冊１１１Ｅ層厚‘し１１可ｊＬ側Ⅷ１画、『垣■勇覗召咽刈田ロ咀目刃４Ｊご日序属鴎宮乙栖画。『
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5A

似

対
刊

＃

判．

埼
岬

展
４
Ｆ
Ｅ
Ｐ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

今
母
４

’
1－1－2 帳簿諸票引継のチェックリスト別紙

耶
萢
剤
側
目
Ⅸ
弓
伽
記
彌

帳簿それ自体について

口 当該年度に記載事項のないものは引き継がない。

口最初の頁を使用していない場合， 「肇」 と記載されているか。

口帳簿の全ての記載が終了しているか確認する。

□ ｜ |は司法年度ごとに （■■を除く）印刷等する。

口事件簿は当審級における全ての記載が終了しているか確認。

口 引継もれがないか（記録係から送られた経過簿のデータ等と照合

すス ）
ノ‐○ノ○

口確認した帳簿について記載終了の記載と押印をする。

＊囚前年度に備え付けた帳簿であれば’ 2月3 1日付で，回

それより前の年度に備え付けた帳簿であれば， 実際に記載が

終了した日付で，記載事項終了の記載をし， その帳簿の管理

責任者が押印する。

（記載例）

囚「令和○年’2月3 1日記載事項終了印」

回「令和○年○月○日記載事項終了 印」

1

Ｄ
刺
輿
呼
屏
鷹
幽
肝
．
．
凪
防
醗
酵
邑
除
風
鹿
嗣
際
醗
副
吐
ド
ー
・
副
Ｆ
，
，
厩
昏
僻
Ｒ
酔
跨
鯏
緬
銅
騨
調
蝿
網
細
詞
麺
罰
顯
細
麺
・
目
瞬
酔
睡
砥
嘩
醗
醸
時
匝
一
忠
爵

“

」

・

震

１

５

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

０

Ｉ

Ｈ

Ｂ

Ｈ

Ｒ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

．
睦
醗
隙
一
罷
酔
隣
蜘
ふ
ふ
臨
卜
劉
酷
醗
酵
鴎
畔
輔
１
列
山
蝿
ｒ

Ｌ

ｌ

１
１
瓜
殿
匪
醗
酔
弔
牌
陛
闇
匪
ｑ
州
糊
詞
菌
矧
制
Ｆ
Ｆ
母
刈

勝
醇
劇
剥
咽
矧
胞
睡
醗
闘
齢
陛
Ｂ
藤
僧
ｉ
畷
齢
醗
淵
…

Ｒ

。
■
ｒ
，
卜
仏
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・

１
０
１
１
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
且
日
４
ト
ト
町
司
艸
Ｊ
１
４
ｌ
１
ｑ
Ｊ
！

製本について

口事件関係送付簿が複数ある場合， 1冊になっているか（分解紙等

で区切るのが相当。）。

口耆留郵便物受領書（特別送達用） は， 手書きのものも入れたか。

口事件記録出納簿が複数ある場合， 前年度の備付経過簿の使用欄に

対応した製本となっているか。

ロプラスチック製のファイル等を使用せず紐で編綴されているか。
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;ヨ
申
Ｐ
ｑ

3 合綴について

口帳簿と諸票又は諸票同士は×

口保存期間の異なる帳簿は×

口 同種帳簿でも5年分を超えたら×

|

4 表紙について

※記載方法については別紙1－1－3を参照。

口記載漏れはないか

口整理番号

□ ’帳簿諸票の年度及び名称

口部署

口保存の始期・終期

口複数の帳簿を合冊している場合は， そのすべての帳簿の年度や名

称を記載する。

5 記録係への引継ぎ

口別紙1－1－4の引継書を作成する。

口 引継書の別紙（帳簿用） を作成する （記録係から送られた経過簿

のデータ等を利用し， 別紙1－1－5の記載例を参照しながら作成。）。

口 引継書の別紙（諸票用） を作成する （記録係から送られた経過簿

のデータ等を利用し， 別紙1-1-6の記載例を参照しながら作成。）。
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1ヨ

別紙1－1－3帳簿諸票表紙の記載例

背表紙＜表表紙＞

圓口

回 《
ロ

ダ
ニ

和
２
年
度

令和2年度

事
件
閨
係
送
付
簿

事件関係送付簿

士

第
８
民
事
部

京都地方裁判所第8民事部

日１

日
３
１
月
月
２

１
１
年
年
３
７
和
和

一
祠
一
面

期
期
始
終
存
存
保
保
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１
１
‐
１
１
１
Ⅱ
Ⅲ
げ
げ
Ⅱ
＃
１
乢
卸
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ⅱ
１
１
１

|，

別紙1－1－4 帳簿諸票の引継書

令和年月 日

京都地方裁判所民事訟廷事務室記録係御中

京都地方裁判所第民事部

裁判所書記官

帳簿諸票の引継ぎについて

別紙帳簿諸票 冊を引き継ぎます。

■■■■■■■ ■■■■け■■■Ⅱ
■■●■■■■■■■■■■■■色■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■毎■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■

受 領
聿
日

上記帳簿諸栗を受領しました。

令和年月 日

京都地方裁判所民事訟廷事務室記録係

裁判所書記官
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別紙1－1－6 帳簿諸票引継書別紙（諸票）の記載例
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|令和2年帳簿諸票備付経過簿(諸票の部)第8民事部
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I
別紙1－2 帳簿諸票の引継ぎの概要く記録係編＞

○新たに作成する帳簿について

弓初め'12月～’

各部・係に経過簿のデータ等を送り，備え付ける帳簿と齪鯉がな

いかを確認してもらう。

｢I~R~n~Z1

当該年度の経過簿を備え付ける。

●前年度まで分の帳簿諸票の引継ぎ（保存）

'1月初め～2月中

前年度に記載の終了した帳簿諸票を各部・係からへ引き継ぎ，

点検する。

口各部のチェックリストを見ながら， 問題がないかを点検す

る。

口経過簿記載のものが引き継がれているか確認する。

口 上記確認後， 部から渡される帳簿諸票の引継書2部のうち，

＆ 患
ら
い
台
勿
鍾
咽
和
服
噛
鼎

1部に受領印を押したものを返還し， 1部は記録係が控えとし

て保管する。

口別紙6の通知書を担当部から受領し，保管する。

保存に付した帳簿諸票を経過簿に記載する。

口帳簿はその帳簿の司法年度の経過簿に記載する。

口諸票は引き継いだ司法年度の経過簿を作成する。

記録庫に帳簿諸票を保管する。

帳簿諸票の種類ごとまたは保存期間ごとなど記録庫に帳簿諸票

を整理して保存する。
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別紙2 帳簿諸票の廃棄の概要

1 廃棄すべき帳簿諸票の抜き出しと廃棄目録の作成
昨
叩
８
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四
個
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Ⅶ
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；
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、
』
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鷹
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別
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恥
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臥
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庸
冊
慨
匪

凋
塵
匿
霧
澱
融
顧

(1) 帳簿諸票備付経過簿から保存期間が満了している帳簿諸票の目録

を作成する。

Ｆ
望

…

暑
罰
麺
翻

目録を基に廃棄すべき帳簿諸票を抜き出していく。

＊ 廃棄漏れがないよう，経過簿及び保管している全ての帳簿諸

票をみて保存満了しているものがないか確認することが望まし

い。

抜き出した帳簿諸票が廃棄できるかどうかを確認する。

＊ 記載事項終了の記載および押印を確認するとともに， 実際に

記載事項が漏れていないか確認する。

＊ 保存の始期を確認する。

保存の始期は帳簿諸票の引継ぎを受けた年である。

引継ぎの年が記載終了日の翌司法年度以降であることを確認

する。

＊ 保存の終期を確認する。

保存期間には引継ぎを受けた年を含める。

＊ 事件簿においては登載されている全ての事件記録が廃棄され

ていることを確認する。

＊ 帳簿諸票の確認が済んだら， 帳簿諸票備付経過簿との記載に

齪齢がないか確認する。

確認作業は必ず複数の者によるダブルチェックで行う。

廃棄目録を完成させる。

＊ 完成した廃棄目録と廃棄すべき帳簿諸票の現物に相違がな

いかを複数人の目で確認すること。

＊ 廃棄目録には帳簿諸票の司法年度・標目 ．保存終期．冊数．

，43
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脚
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旬
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毒

芦
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合冊帳簿について記載している。廃棄後の帳簿諸票備 付経過簿

＃

の記載のために必要な範囲で目録に記載すれば足りると考え

る。

＊ 通達上は帳簿諸票については廃棄目録の作成は求められてい

ない。本庁では事件書類の廃棄作業と併せて帳簿諸票の廃棄作

業を行っている関係上， 帳簿諸票についても廃棄目録を作成し

ている。

（6） 廃棄予定の帳簿諸票については，記録庫の廃棄用の所定の箇所に

廃棄日まで保管する。保管に際しては， 決して他の帳簿諸票と混在

しないように注意する。

2 廃棄上申及び廃棄指示

廃棄上申を作.成し， 目録をつけて首席の廃棄指示をあおく、。

＊ 廃棄上申の作成者は， 本庁は民事訟廷管理官が， 管内は訟廷事務

をつかさどる主任書記官又は上席の書記官が行う。

＊ 事件書類の廃棄上申及び廃棄指示は司法行政文書であり ，庶務係

が保管する文書になる。

3 廃棄‘

廃棄日には確実に帳簿諸票を廃棄する。

＊ 廃棄は， 訟廷管理官（訟廷管理官の置かれていない裁判所では，

訟廷事務をつかさどる主任書記官）が立ち会ったうえで行う。

4 廃棄報告等

（1） 首席書記官に対して廃棄報告をする。廃棄報告の作成者は廃棄上

申と同様である。

＊ 事件書類の廃棄報告も司法行政文書として庶務係が保管する。

（2） 廃棄目録（事件書類の廃棄目録と併せて） に末尾に 「廃棄方法」

及び「廃棄年月日」 を記載し， 立会者及び処分者（本庁では記録係
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長， 管内は記録係の事務を取り扱う上席の主任書記官） がそれぞれ

記名押印する。

5 帳簿諸票備付経過簿に帳簿諸票の廃棄の記載をする。

廃棄された帳簿諸栗の帳簿諸票備付経過簿の該当箇所の

日」欄に，廃棄の年月日を記入して処分者が押印する。

｢廃棄年月
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ｒ 別紙3 通達による保存期間変更についての考察
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I
引

噛1

通達により保存期間が変更された場合，経過措置が定められるので，

以前の定めが適用されるのか，新しい通達の定めが適用されるのかは，

その経過措置に従うことになる。

平成4年8月2 1 日付総長通達「事件関係の帳簿諸票の備付け及び

保存について」 による経過措置を例に見ることとする。

「 （1） この通達の実施の際，現に備え付けられ，又は保存されてい

る帳簿諸票（帳簿諸票保存簿を除く。）は， この通達により備え付け

られ，又は保存されている帳簿諸票とみなす。

（2）昭和5．4年12月31日までに備え付けられた帳簿諸票につ

いては， なお， 旧通達の実施前の例により， 帳簿諸票保存簿を作成

し， この通達の実施の際，現に備え付けられ，又は保存されている

帳簿諸票保存簿とともに， 旧通達の実施前の例により備え付け，及

び保存するものとする。ただし， これらの帳簿諸票保存簿の保存期

間は， 当該帳簿諸票保存簿に登載されたすべての帳簿諸票を廃棄す

るまでの間とする。」

上記（ 1 ） により ， それまで保存に付されていた帳簿諸票について

は，現行の通達が適用されることになった。 （2）については昭和54

年に一度， 帳簿諸票の備付けについての改正があり ， それ以前は経過

簿でなく帳簿諸票保存簿という帳簿が使用されていたのでそれについ

ての経過措置となる。

現行の帳簿諸票の備付けについての通達が発出された際に， 帳簿諸

票の保存期間は現行の保存期間に変更されたので， 永久保存とされて

いる帳簿については， 現行の保存期間に改める必要がある。訂正の方

法は， 帳簿に記載されている保存の終期を変更後の終期に直接訂正す

る。経過簿については，備考欄に終期を改める旨とその根拠， 改めた
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戸

『

』

昼
ｌ
腓
朏
１
１

I
終期及び改めた日付を記載して認印し， 訂正の経過を明らかにする。

なお， 平成4年以降に保存期間が変更された場合についても， 経過

措置に従うことになる。例えば平成25年に民事非訟事件の事件簿の

保存期間がそれまでの10年から30年に改められたが， その際の経

過措置は次のとおりである。

「この通達実施の際，現に備え付けられ，又は保存されている帳簿諸

票の保存期間は， なお従前の例による。」平25．6．28総三第121号

上記のとおり ， 平成25年より前に備付けられ， または保存に付さ

れている民事非訟事件簿は10年保存となり ， それ以降に備付けて保

存に付した場合は30年保存となる。

また， 新通達により廃止された帳簿についても， 直ちに廃棄はでき

』． ＃
&

,” 1
・四

囲

I

I

‘餅
1 ﾄ

ず， 従前の保存期間の経過を待って廃棄することになる。
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’別紙4 コンピュータを利用した■■の概要

l 「システム」 と 「う。ログラム」

（1） 「システム」 について |I
や ’■■

■など I I裁判所のサーバーに保管されているも の

ｌ

ｌ

ｌ

」

'I

(付けが不要とされて I,､5については

も不要） 。

ｌ
ｉ
Ｉ

1
1

．

問罫

催
い
胸
伊
降 (2) 「プログラム」 について

これに対し, H5. 3. 30総三第1 1号事務総長依命通達「コンヒ°ユ

ータを利用した事務処理の運用について｣により ､ ’ 1の備付け
| ’

1 ’項をコンヒ･ユータの記憶装置に記憶する方法によ記載事についてI

)ば, |ﾛ■| 督促,■■Uな_旦Rり行っている場合

■ その年度のすべての記載事項を司法年度ごとに印刷して澤
柳
“
恥
１

|
または磁気テープ（またはこれに準ずる方法） に複くX土

1』へ，製本する方
’

皿 童便 ’製する方法で保存す乙

｜
， ■■■■

と呼称する。 ）

’
ｌ

よって,■の備付けが必要（’ 必要）である。も

「－l"保存について
■■ﾛのプリントアウト等

「プログラム｜ の場合は， 当該司法年度を経過した

2

(1)■■ﾛのプリントアウト等

「プログラム」 の場合は， 当_弦司法年』

■として| 閏プリントアウトする：
(2) 対象

製本対象は『■｜を除」 <ので，

■についr"| lこなる{保存に付
除いた■■てあり ,製本後"■■

卜アウトする等

る （保存に付す

譜
領
鎚
箇
函
霞
謬
＄ ときに，

して保存に付する〔
b鹿

のは。 あくまで｜ 」を

こ’ 際 を記載する必要はI

ない。事後の情報は， プログラムに入力するのみとなる。）。
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蹴
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、 n
号 ｡ 神

(3) 保存期間

｜ ｜は複製した｜ 園あり ， 本来"■■と同様"保存に
付すことが求められているので､ そ"保存期間は本来の｜ の
保存期間に準ずる。 なお，磁気テープ°等に複製して保存する場合，

複数の種類の｜ 1のデータが記録されていることがあるが， そ

心場合の磁気テープ等の保存期間は記録されてい扇 ｜中の最
長の保存期間のものと同一である。

(4) 保存上の注意点

’

’
僻
噂
邨
１
剖
勺
４
岨
脚
司 ’

平成28年2月26日付事務連絡「各種プログラム等により備え

付けた■■の保存の方法としてバックアップデータを保存してい

る場合の取り扱I､について」 により ， 平成28年以降"| I

保存方法は, ｜ 1を印刷するかまたは” |をPDFファ

イル形式などの各種プログラムを使用せずとも読み取れる形式でCD

-R等に複製して保存するものとされている。

また， すでにバックアップ・データを磁気テープ等に複製して保存

に付しているも鋤については, 司法年度ごとに’ ｜を (磁気
テープからでなく現在稼働している各種のう°ログラムから）印刷し

て当該磁気テープ°等と一緒に保存することとされた。

この事務連絡では， プリントアウトして製本した’ 1は磁気テ
ープ･の「補助的な資料」 と規定されており ， あくまで保存に付して

’
1

1

はこれまでどおり磁気テープの方になるいる

から, ｜ ｜を改膨る必要は燕い｡記載ずると
すれば， 備考欄に付記することで十分だと考えられる。

｜保存綾"記載様について
記録廃棄後”｜ ｜へ"廃棄情報"記載等, ｜ ｜を保存に付し
た後に記載すべき事項をI ｜に記載する必要があるかどうかは
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風
ｂ
Ｂ
■
↓
ご
Ｈ
ｌ
Ｖ
Ｌ
Ｆ
仔
際

レ
ド
ー
ー
勝
甜

旭
Ⅳ

判然としない｡少な貧ともプログラムに｜ －㎡ の入力は必要で
あるところ， 上記の「コンヒ°1－夕を利用した事務処理の運用につ

いて｣通達では, ｜ を磁気テープとした場合に,| 卜心
｜の記載について 「磁気テープを利用する方法または廃棄

Ⅲ
詞
緬
瑚
和
勾
引
齢
臓
寸
臼
学
調
佐

野
型
昨
い
。
『
間

目録を利用する方法により行う。 」 とのみ記載されているだけであ

る。

「－1は．獣ﾋﾟﾆｰﾀ”記憶装置に入力されたも”なのであ畠か

ら. 特唾撰上水釣ら伽てな’獅雷礎れば, あらた釣で| | '二
’ ｜の記入をすることは不要であるとする見解がある。一方

では,｜… ｜も複製とは､､え■■であり ,ロ ｜同様鱒保存を
喉噛らILてい患いであ爵から, ｜ 卜囎■■同様胸記入が必

’

画Ｉ６ＩＩＩ１ＩＩＩｌ１ｌ：

応■■■に要であるとする見解もある。本庁の取扱いとしては

の記載をしている
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別紙5 雑書類の取扱いについての問題点

1 問題点の整理

本庁民事の取扱いは本文に記載したとおりであるが， 雑書類の取扱い

については「諸票か否か」 「経過簿登載を要するか否か」等の疑問が生じ

がちであるから， 以下のとおり整理する。

2 「雑書類」 とは

本来， 「雑書類」 とはS39.12．12最高裁規程第8号「事件記録等保存規

程」別表第一の番号27にいう 「事件に関する書類で記録につづり込む

ことを要しないもの」 を指し，保存期間は1年間と定められている （事

件書類としての雑書類）。

この 「事件に関する書類で記録につづり込むことを要しないもの」が

経過簿に登載すべき事件関係の帳簿諸票に該当するのか， 明確に示した

通達や資料等は見当たらない。

しかし， ほとんどの場合「雑書類」 として綴られる書類は， 当事者等

から提出されたが記録に綴る必要のない書類であり ， その性質上帳簿諸

票には該当しない（備え付けるべきものでも裁判所の個々の事務処理上

作成されるものでもない） ものと考えられる。

3 雑書綴の取扱い

「事件書類としての雑書類」が綴られた「雑書綴」については，帳簿諸

票上は次のような取扱いが考えられる(A説（事件書類説）等の記載は，

説明の便宜上付したもので，他の資料等に根拠があるものではないので

注意。）。

(1) A説（事件書類説）

上記2の見解に従い， 純粋に事件書類であって帳簿諸栗ではない

と取り扱う説である。帳簿諸票にはあたらないので， 経過簿への登

載を要せず， 1年間保存して保存規程や同運用通達に定める廃棄の
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一
屑
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鴎
瞳
醗
醗
睡

暦
陰
陽
砂
願
隠
風
醗
曄
鴎
蒔
匹
醗
醗
司
１
１
４
＄
１

手続（廃棄上申， 報告等） のみ行う。

取扱いとしては，一応は保存期間が1年間と定められているのI １

一
一

経過簿に登載しないのはいささか割り切り過ぎな感があり ， 事務

理上，保存廃棄の管理や当事者等からの問合せ対応に不安を残す

処

少

いえよう。

(2) B説（その他の諸票説）

上記2の見解はさておき， 総長通達別表第9の 「その他の帳簿

票」 の諸票として取り扱う説である。取扱いとしては， 正面から

票と認めてしまうので難しいことを考えずに済み， 経過簿に登載

諸

言幸
ﾛ日

す

るので保存廃棄の管理もしやすく ， 3年間保存するので当事者等の

問合せにも対応しやすいというメリットはある。

ただし， 諸票にあたるのかという疑問は依然として残るし， 総長

通達上の保存期間3年と保存規程上の保存期間1年との整合性をど

旧
ｑ
孔
．

6

うするのか， また仮に後記c説がいうように保管金 保管物関係の

雑書が混在しているとすると， 諸票どうしの合綴をしていること に

ならないかといった問題がある （なお， 保存期間は保存規程の期間

1年をとる見解もあるようである）。

(3) C説（事件書類十雑（保管金・保管物関係）説）

上記2の見解に立ちつつ， 「事件書類としての雑書類」が綴られた「雑

吾綴」には， 「保管金・保管物関係の雑」 (H49.2総三第3 1号事務 総

長涌逹 ｢裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用

について」別表第2記載の諸票）が混在しているので 保存期間や経
li

過簿登載については同通達に基づく雑書類（諸票） の取扱いに従う

いう説であり ， 経過簿に登載して3年間保存することになる （あく

と

ま

で「事件書類としての雑書類」であるが， 保存期間や経過簿登載の取

扱いを同様にするだけであり ， 「保管金・保管物関係の雑書類として
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、 ． 〈 も
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’~ 丸

い点に留意。）。

翠覗醍鞠難”津蛙冤唱玲

Ｉ

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
８
Ｉ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
－
Ｅ
■

り扱う」 とまでは言い切っていな

4 考察

本庁民事においてはc説に拠つ

ぎて分かりにくい」 とか「保管金

書類を指すのか」 とか「保管金・

合はどうするのか」 といった批判

しかし， 当事者等からの問合せ

う現場のニーズに応えられるし，

論的な問題を避けつつ， 諸票とし

を可能とするメリットはある。 ま

当事者等からの問合せ

し

…

趨驍
}零苧

- ,I

ている。 これに対しては「技巧的過

・保管物関係の雑とは具体的に何の

保管物関係の雑が全く混在しない場

や疑問はあり得よう。

対応のため一定期間保存したいと
1，

V’

技巧的ではあるが上記2のような理

て経過簿に登載して保存廃棄の管理
I

た, B説とC説とでは， いずれを採

用したとしても結局のところは諸票として経過簿に登載して3年間保

存するのは同じであるから，厳密に根拠を区別する実益に乏しいとも

いえる。

いずれにしても，実務上は「保存廃棄の管理上の問題はないか」 「当

事者等の問合せ対応に支障がないか」 といった点を考慮して， 適切な

事務処理の方法をとるべきであろう。

諦
夛
胃

陰

舌
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別紙6 帳簿作成通知書

令和○○年○○月○○日

京都地方裁判所民事訟廷記録係長殿

京都地方裁判所第○民事部

主任耆記官○○

帳簿作成通知書

下記の帳簿を作成したので通知します（ 「作成」

ヅクを付したもの） 。

記

○○

欄の□にチェ

作成 帳簿の名称 作成年月日
廊
贋
悔
い
鳥
；
１
１
卜
世
陣
ｋ
ｒ
ｉ
ト
ト
ー
Ｌ
Ｉ
ｔ
ｌ
卜
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
恥
恥
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
！
易
？
“
涙
１
１
１
１
１
１
碍
彊
■
園
３
３
凋
号
Ｕ
、
．
劉
峰
．

。

■

二

酷

畑
ｊ

募
懸
恩
遡
喋
監
剛
醍
臓
唇
鋼
濁
切
濁
珊
砠
鬮
圃
耐
附
厨
Ｂ
４
判
低
隠
砕
：
噛
罰
副
９
割
詞
Ｉ
凋
珊
淵
３
判
ド
ド
も
掴
澗
卿
修

制

燈

品

罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動産に 令和 年 月 日■

雫 関する借地借家臨時処理事件簿（シ）

F里
仲裁関係事件簿（仲） 令和 年 月 日□

企業担保権実行事件簿（企） 令和 年 月 日■

再生事件簿（再）□ 令和 年 月 日

会社更生事件簿（ミ） 令和 年 月 日□

承認援助事件簿（承） 令和 年 月 日□

船舶所有者等責任制限事件簿（船）□ 令和 年 月 日
‘ 『

震 ＆
'匡 i

ii ‘

i ！

油濁損害賠償責任制限事件簿 （油）□ 令和 年 月 日

行政共助事件簿（行ク）■ 令和 年 月 日

証人等の旅費等概算払整理簿□ 令和 年 月 日

送達書類授受簿 令和 年 月 日■

’
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別紙7 廃棄上申

令和○○年○○月○○日

京都地方裁判所民事首席書記官 殿
醗
弾
Ｅ
・
塑
劇
恐
馴

京者I地方裁判所

民事訟廷畠l1管理官 ○○ ○ ○

ｒ
晦
酢
底
日
賦
間
円
い
田
伊
０
臣
Ｂ
ぼ
け
白
河
旧
宙
摺
呵
コ

リ
■
吟
Ｆ
Ｉ
ｌ
■
Ｂ
■
』
■
■
■
８
０
Ｉ
Ｉ
Ｅ

隣
鰐
欝
畷
脇
瞥
億
億
瞭
噌
鳴
僅
隠
鴎
謝
劇
§
：
洞

’

事件記録等の廃棄について （上申）

保存期間の満了により廃棄録記載の下記事件記録等は， 1

で， その旨指示してください。

別紙目

したいの

I リ
記

刃

用

区

Ｆ

Ｆ

ｒ

ｊ

Ｕ

寺

咋

事件記録

事件書類

１

2

事件関係帳簿諸票ワ
J

{’ 1
” ：§

＃|i

III
1℃ |i

I 藍

『， 』 『割

以上
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別紙8 廃棄指示
や
齢
喘
垂
《
産

京地裁民訟第○○○号
熱
詞
迩
可
陛
割
幻
掃
麺
麺
噌
詞
瀝
診
※

勝
＃
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令和○○年○○月○○

京都地方裁判所民事訟廷副管理官殿
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京都地方裁判所民事首席書記官 ○○ ○○
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事件書類の廃棄について（指示）

月○○日付け文書をもって廃棄上申のあった事件記録等○ ○

棄を実施してくださ↓児
自 二

廃は，

鑑
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1,I 別紙9 廃棄報告 令和○○年○○月○○日

京都地方裁判所民事首席書記官殿
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京都地方裁判所

民事訟廷畠'1管理官 ○○○○

事件書類の廃棄について（報告）

令和○○年○○月○○日付け京地裁民訟第○○○号により）

指示のありました事件記録等は， 下記のとおり廃棄しました。

り廃棄

記

令和○○年○○月○○日

裁判所書記官○○○○

京都地方裁判所民事訟廷管理官

○○○○

廃棄日時

廃棄処分者

廃棄立会者
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